
村
民
み
ん
な
で「
ハ
ー
ト
が
た
く
さ
ん

の
村
」を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　 

総
務
課 

人
権
政
策
係

No.150

○
セ
ク
ハ
ラ
事
例
2

•
事
件
の
概
要

　
被
告
会
社
の
営
業
所
長
Ａ
な
ど
３
人

（
男
性
）が
、
会
社
営
業
所
の
忘
年
会

の
席
で
、
会
社
の
従
業
員
で
あ
る
原
告

ら（
女
性
）に
対
し
て
、カ
ニ
ば
さ
み（
い

き
な
り
背
後
か
ら
相
手
の
腰
に
両
足
を

巻
き
つ
け
る
行
為
）、
背
後
か
ら
の
抱

き
付
き
、
抱
き
付
い
た
姿
勢
で
の
撮
影

の
強
要
な
ど
を
行
っ
た
。
一
方
、
原
告

ら
が
Ａ
を
床
に
押
し
倒
し
、
そ
の
上
に

乗
り
か
か
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
3
カ
月
後
、
こ
の
忘
年
会
の
出
来
事

に
つ
き
セ
ク
ハ
ラ
で
あ
る
と
の
原
告
か

ら
の
申
出
を
受
け
て
、
被
告
会
社
は
職

員
に
対
し
て
事
情
聴
取
を
実
施
し
た
。

そ
の
結
果
、「
忘
年
会
は
騒
ぎ
す
ぎ
て

品
が
な
く
、
不
快
に
思
っ
た
」と
い
う

意
見
が
多
か
っ
た
が
、
一
方
で
、「
以

前
か
ら
、
宴
会
は
騒
ぎ
す
ぎ
て
、
原
告

ら
が
中
心
と
な
っ
て
悪
ふ
ざ
け
的
行
為

を
し
て
い
た
。
本
件
忘
年
会
で
も
、
原

告
ら
は
、Ａ
ら
3
人
の
行
為
も
受
け
入

れ
て
楽
し
ん
で
い
た
」な
ど
と
い
う
指

摘
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。

　
事
情
聴
取
後
、
被
告
会
社
は
、Ａ
ら

を
更
迭
す
る
な
ど
の
処
分
を
行
っ
た
。

Ａ
ら
は
、
朝
礼
で
原
告
に
対
し
て
謝
罪

し
、
被
告
会
社
も
、
改
め
て
原
告
ら
に

謝
罪
し
た
。

　
原
告
ら
は
、Ａ
ら
3
人
が
原
告
ら
に

対
し
て
宴
会
の
席
で
セ
ク
ハ
ラ
行
為
を

し
た
と
し
て
、Ａ
ら
3
人
お
よ
び
被
告

会
社
に
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。

•
判
決
の
概
要

　
Ａ
ら
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
原
告
ら

の
身
体
的
自
由
、
性
的
自
由
及
び
人
格

権
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
、
不
法
行

為（
民
法
７
０
９
条
）の
成
立
を
認
め
た
。

　
ま
た
、
被
告
会
社
に
つ
い
て
も
、
忘

年
会
が
被
告
会
社
の
営
業
日
で
、
し
か

も
職
員
の
勤
務
時
間
内
に
行
わ
れ
た
こ

と
や
、
営
業
に
関
す
る
慰
労
を
兼
ね
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
各
事
実
を

総
合
す
れ
ば
、
本
件
忘
年
会
は
、
職
場

の
営
業
活
力
を
醸
成
し
ま
た
は
職
場
の

人
間
関
係
を
円
滑
な
も
の
に
す
る
こ
と

に
資
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
、
業

務
の
一
部
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
業
務

に
密
接
に
関
連
す
る
行
為
と
し
て
行
わ

れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
本
件
忘
年
会

に
お
け
る
被
告
ら
の
不
法
行
為
は
、
被

告
会
社
の
事
業
の
執
行
に
つ
き
行
わ
れ

た
も
の
と
い
え
る
と
し
て
、
被
告
会
社

の
使
用
者
責
任（
民
法
7
1
5
条
）の

成
立
も
認
め
た
。

　
も
っ
と
も
、
原
告
ら
の
多
く
は
、
か

な
り
の
人
生
経
験
を
経
た
中
高
年
に
達

す
る
者
で
あ
り
、Ａ
ら
の
行
き
過
ぎ
た

行
動
を
諫
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

Ａ
ら
の
行
為
を
特
に
咎
め
る
こ
と
な
く
、

む
し
ろ
嬌
声
を
上
げ
て
騒
ぎ
立
て
、Ａ

を
押
し
倒
す
な
ど
し
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
、
こ
の
よ
う
な
原
告
ら
の
態
度
が
Ａ

ら
の
感
情
を
高
ぶ
ら
せ
、
セ
ク
ハ
ラ
行

為
を
煽
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
は
容
易

に
推
認
さ
れ
る
か
ら
、
原
告
ら
に
も
落

ち
度
が
あ
る
と
し
て
、
損
害
賠
償
額
は

2
割
減
額
さ
れ
た
。

※
過
失
相
殺

　
民
法
7
2
2
条
2
項
は
、「
被
害
者

に
過
失
が
あ
っ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、

こ
れ
を
考
慮
し
て
、
損
害
賠
償
の
額
を

定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」と
規
定
し

て
い
る
。こ
れ
は
、過
失
相
殺
と
呼
ば
れ
、

一
般
に
、
発
生
し
た
損
害
に
つ
い
て
、

加
害
者
と
被
害
者
と
の
公
平
を
図
る
た

め
の
規
定
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
裁

判
例
で
は
、
損
害
の
発
生
に
つ
い
て
、

被
害
者
の
行
為
が
何
ら
か
の
寄
与
を
し

て
い
る
場
合
、
損
害
の
公
平
な
分
担
の

観
点
か
ら
、
こ
の
規
定
を
適
用
し
た
り
、

類
推
適
用
し
た
り
し
て
、
加
害
者
が
賠

償
す
べ
き
損
害
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。

ハートがたくさんの村づくりハートがたくさんの村づくり
差別のない、人への思いやりを大切にする、

明るい南阿蘇村をつくりましょう。

人権とはなんですか?

　人権とは「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」
あるいは「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている権利」であって、
だれにとっても大切なもの、日常の思いやりの心によって守られなければならない
ものです。今回も、「セクハラ」についてお伝えします。

き
ら
め
く
地
域
づ
く
り

支
援
事
業
補
助
金

受
付
開
始

　
こ
の
補
助
金
は
、
村
民
自
ら
が
考
え
実

践
す
る
地
域
づ
く
り
を
積
極
的
に
推
進
す

る
た
め
、
今
年
度
実
施
の
地
域
の
発
展
に

資
す
る
地
域
活
性
化
事
業
な
ど
に
対
し
、

審
査
会
を
経
て
3
つ
の
視
点（
地
域
活
力
、

環
境
保
全
、
地
域
活
動
継
承
）に
取
り
組

む
団
体
を
応
援
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

■
申
請
に
つ
い
て

【
申
請
団
体
】

　
10
人
以
上
の
団
体
で
、
半
数
以
上
が
村

民
で
あ
る
こ
と
。

【
申
請
様
式
】

　
村
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

　
10
月
31
日（
水
）ま
で
に
政
策
企
画
課

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
今
回
の
補
助
対
象
は
平
成
31
年
3
月
31

日
ま
で
に
完
了
す
る
事
業
と
な
り
ま
す
。

※
申
請
受
付
は
、
予
算
の
範
囲
内（
先
着

順
）で
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

平
成
30
年
度
南
阿
蘇
村
き
ら
め
く
人
材
育
成

海
外
研
修
事
業
研
修
生
募
集

　
本
村
の
総
合
的
地
域
活
力
の
根
源
と
な
る
人
材
育
成
を
目
的
に
、
海
外
で
の
異

文
化
交
流
を
通
じ
、
国
際
感
覚
を
醸
成
さ
せ
、
国
際
的
経
営
感
覚
を
身
に
付
け
る

こ
と
に
よ
り
担
い
手
育
成
お
よ
び
経
営
力
向
上
や
地
域
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
の
た
め

実
施
す
る
。

宝
く
じ
助
成
事
業
で

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
備
品
を

整
備（
第
五
駐
在
区
）

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
健
全
な
発
展
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
に
よ
り
、
第
五

駐
在
区
公
民
館（
猶
須
公
民
館
）に
、屋
外
ス
ピ
ー
カ
ー

や
マ
イ
ク
な
ど
の
放
送
設
備
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
は
、
宝
く
じ
社
会

貢
献
広
報
事
業
費
を
財
源
と
し
て
、
一
般
財
団
法
人

自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
助
成
決
定
を
行
う
も
の
で
、

今
後
の
第
五
駐
在
区
の
ま
す
ま
す
の
活
性
化
が
期
待

さ
れ
ま
す
。

 〈
問
い
合
わ
せ
〉

　
政
策
企
画
課
　
℡（
6
7
）2
2
3
0

A
SO

 Bike W
eeks

が

開
催
さ
れ
ま
す

　
10
月
6
日（
土
）〜
14
日（
日
）、
阿
蘇
地
域
で
様
々

な
バ
イ
ク
イ
ベ
ン
ト
がASO

 Bike W
eeks

と
し

て
開
催
予
定
で
す
。

　
阿
蘇
の
景
観
を
活
か
し「
移
動
を
楽
し
む
旅
」を

確
立
さ
せ
る
べ
く
、ASO

 M
obility Tourism

実

行
委
員
会
が
4
月
に
阿
蘇
地
域
で
発
足
し
て
い
ま
す
。

初
年
度
は
、「
バ
イ
ク
の
聖
地
・
阿
蘇
」を
掲
げ
、
取

り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
期
間
中
、
全
国
か
ら
多

く
の
ラ
イ
ダ
ー
が
訪
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
ご
周
知
の
上
、
歓
迎
を
お
願
い
で
き
ま
す
と
幸

い
で
す
。

•
10
月
6
日（
土
） PEACE RIDE 2018 

ア
ス
ペ
ク
タ

 〈
問
い
合
わ
せ
〉

　
産
業
観
光
課
　
℡（
6
7
）1
1
1
2

■
研
修
目
的

　
商
工
・
観
光
分
野
の
海
外
視
察
研
修

■
研
修
先
お
よ
び
研
修
期
間（
時
期
）

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
予
定
、
1
週
間
程
度

　（
実
施
時
期
：
来
年
1
月
末
頃
予
定
）

■
募
集
人
員

　
若
干
名

■
募
集
期
間

　
10
月
１
日（
月
）〜
19
日（
金
）

■
応
募
資
格

①
本
研
修
申
し
込
み
時
点
に
お
い
て

6
カ
月
以
上
、
村
に
住
所
を
有
す

る
者
。

②
本
研
修
申
し
込
み
時
点
に
お
い
て

6
カ
月
以
上
、
村
で
当
該
海
外
視

察
研
修
の
目
的
と
す
る
経
営
に
従

事
し
て
い
る
者
。

③
本
研
修
開
始
日
に
お
け
る
満
年
齢
が

20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
あ
る
こ
と
。

④
本
研
修
事
業
は
、
仕
事
の
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
、
技
術
向
上
お
よ
び
経
営

力
な
ど
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
、

地
域
リ
ー
ダ
ー
育
成
の
た
め
の
研

修
制
度
で
あ
る
こ
と
を
十
分
理
解

し
て
い
る
こ
と
。

⑤
海
外
視
察
研
修
、
事
前
研
修
会

（
3
回
開
催
）、
研
修
、
報
告
会
の

全
て
に
参
加
す
る
こ
と
。

⑥
研
修
に
支
障
を
来
す
よ
う
な
病
気

や
ケ
ガ
な
ど
を
し
て
い
な
い
こ
と
。

⑦
固
定
資
産
税
、
村
民
税
お
よ
び
国

民
健
康
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

⑧
そ
の
他
の
補
助
金
な
ど
の
申
請
を

し
て
い
な
い
こ
と
。

■
負
担
金

 〈
問
い
合
わ
せ
〉

政
策
企
画
課 

企
画
係

℡（
6
7
）2
2
3
0
 〈

問
い
合
わ
せ
〉

政
策
企
画
課 

企
画
係

℡（
6
7
）2
2
3
0

区分 村の負担割合

20歳～30歳未満

30歳～40歳未満

40歳～50歳未満

50歳～60歳未満

80％

70％

60％

50％

※パスポート取得費用、追加料金、傷害保険、
到着空港までの往復交通費など別途諸経費
が必要。
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